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○小値賀町空き家活用移住促進事業補助金交付要綱 

平成28年11月16日告示第27号 

小値賀町空き家活用移住促進事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 空き家の有効活用によって移住者用住宅を確保し、移住希望者の町内への移住促進を図る

ため、小値賀町への移住定住を目的とした空き家の改修に要する経費に対して、予算の範囲内に

おいて、小値賀町空き家活用移住促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し、その補助金交付に関しては小値賀町補助金等交付規則（昭和57年規則第４号。以下「規則」

という。）及びこの要綱に定めるものとする。 

（定義） 

第２条 本要綱における「空き家」とは小値賀町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱（平

成26年３月31日小値賀町告示第11号）の空き家バンク登録台帳に登録された物件をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は、補助金の交付の申請日時点で、

次の各号のいずれにも該当する者又は次の各号のいずれにも該当する者が居住する予定の空き家

を所有する者とする。 

(１) 現に町内に住所を有していない者又は町内に住所を有して12月を経過しない者 

(２) 町外に３年以上居住している者（町内に住所を有して12月を経過しない者にあっては、住

所を有する前に町外に３年以上居住していた者） 

(３) 当該事業による改修に関して国、県又は市の制度による他の補助又は補償等を受けていな

い者 

(４) 当該事業による改修に関して建築物の所有者の同意を得た者 

(５) 今後10年以上定住する見込みがある者 

(６) 補助対象者及び補助対象者の属する世帯員に町税等の滞納がない者 

（補助対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対象者が発注する空

き家の改修工事で、町内に本店又は事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人に請け負わ

せる改修工事とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する改修工事は、補助対象工事としない。 
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(１) 補助金の交付の決定前に着手した改修工事 

(２) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付又は補償等を受けようとする改修工事 

(３) 前２号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める改修工事 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、空き家の住宅機能向上の

ために行う修繕、模様替え及び設備改善のための改修に要する経費とし、50万円を下限とする。 

（補助金の補助率等） 

第６条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、

200万円を上限とする。 

２ 前項の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。 

（事前調査） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次条に規定する補助金の交付申請をする前に、

建築物が補助対象建築物に該当するかどうか及び補助対象者に該当するかどうかについて、町長

に対し小値賀町空き家活用移住促進事業事前調査申請書（様式第１号）により、あらかじめ事前

調査を申請するものとする。 

２ 前項に規定する事前調査申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

(１) 補助対象者であることを証する書類 

(２) 補助対象建築物であることを証する書類、付近見取図及び写真 

(３) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

３ 町長は、第１項に規定する事前調査申請書を受理したときは、申請書類を審査し、必要に応じ

て現地確認を行い、その結果を小値賀町空き家活用移住促進事業事前調査結果通知書（様式第２

号）により、申請者に対して通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小値賀町空き家活用移住促進事業補助金交

付申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

(１) 工事計画書（様式第４号） 

(２) 事前調査結果通知書（様式第２号）の写し 

(３) 工事見積書（内訳明細の付いたもの） 

(４) 改修内容のわかる図面 

(５) 補助対象者が本補助金の交付申請手続を他の者に委任する場合は委任状 
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(６) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第９条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査に

より、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、小値賀町空き家活用移住促進事業補助

金交決定通知書（様式第５号）により補助対象者に通知するものとする。ただし、審査の結果、

適当と認められなかったときは、その理由を付し、文書により補助対象者に通知するものとする。 

（補助金交付の条件） 

第10条 規則第６条の規定による条件は、次に定めるとおりとする。 

(１) 補助対象工事を中止する場合は、町長に届出をすること。 

(２) 交付決定の通知を受けた日の属する年度内に補助対象工事を完了すること。 

(３) 補助対象者が補助対象工事完了後の建築物及び土地の所有者である場合には、適正な維持

管理に努めること。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事項 

（申請の取下げ） 

第11条 第９条の規定により通知を受けた補助対象者は、第８条の申講を取り下げるときは、第13

条に定める完了実績報告書（様式第10号）を提出する前までに小値賀町空き家活用移住促進事業

補助金交付申請取下書（様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

（変更交付申請等） 

第12条 補助対象者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに小値賀町空き家活

用移住促進事業補助金交付申請変更承認申請書（様式第７号。以下「変更承認申請書」という。）

を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査するとともに、審査

の結果、当該申請に係る内容の変更を承認した場合は、補助対象者に対し小値賀町空き家活用移

住促進事業補助金交付決定変更承認通知書（様式第８号）により通知するものとする。ただし、

審査の結果、変更を承認しなかった場合は、小値賀町空き家活用移住促進事業補助金交付申請変

更不承認通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

（実績報告書） 

第13条 補助対象者は、工事が完了したときは、完了実績報告書（様式第10号）に次に掲げる書類

を添えて、町長に提出しなければならない。 

(１) 工事請負契約書の写し 
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(２) 工事完了写真 

(３) 工事を行った者の工事完了証明書（様式第11号） 

(４) 工事代金領収書又は請求書の写し（内訳明細のわかるもの） 

(５) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 

（完了確認） 

第14条 町長は、前条の規定により完了実績報告書の提出を受けたときは、当該工事がこの告示に

適合しているかを確認するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による確認の結果、必要があると認めるときは、この告示による補助金の

事業を適切に行うため必要な措置を講ずるよう指導するものとする。 

（補助金額の確定） 

第15条 町長は、第13条の規定により提出された完了実績報告書が適正と認められるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、小値賀町空き家活用移住促進事業補助金額確定通知書（様式第12号）

により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第16条 補助対象者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、小値賀町空き家活用移

住促進事業補助金交付請求書（様式第13号）を町長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第17条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

(１) 補助対象工事を取り止めたとき。 

(２) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(３) 補助金交付日から10年未満で当該事業により改修を行った住宅（以下「対象住宅」という。）

を取壊し又は売却したとき。 

(４) 補助金の交付を受けた日（以下「交付日」という。）から10年未満で対象住宅から転出又

は転居したとき。 

(５) 補助金交付日の属する年度の次の年度までに対象住宅に居住しないとき。 

(６) 前各号掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係

る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた補助対象者に対して、期限を定
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めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（活用状況の報告） 

第19条 補助対象者は、対象住宅の活用状況について小値賀町空き家活用移住促進事業活用状況報

告書（様式第14号）により補助金交付日から10年間報告しなければならない。 

２ 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助金の交付に関し必要な事項につ

いて、報告を求め、検査し又は指示することができる。 

（助成回数） 

第20条 この事業の助成を受けることができる回数は、原則として１回とする。 

（補則） 

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月１日から適用する。 
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様式第１号 
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様式第２号 
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様式第３号 
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様式第４号 
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様式第５号 
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様式第６号 
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様式第７号 
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様式第８号 
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様式第９号 
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様式第10号 
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様式第11号 
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様式第12号 
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様式第13号 
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様式第14号 

 


